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世田谷区立二子玉川公園 区民参加型運営管理業務委託 

プロポーザル実施要領兼説明書 
 

６世公緑第５０１号  

      令和６年１２月２日  

 

 本要領は、世田谷区立二子玉川公園区民参加型運営管理業務委託の受託候補者の再プロポ

ーザル方式による選定について、必要な事項を定める。 

 なお、本プロポーザルに係る契約の締結は、令和７年度予算の議決が得られることを条件

とする。 

 

１．事業の概要 

（１）件  名：世田谷区立二子玉川公園 区民参加型運営管理業務委託 

（２）委託箇所：世田谷区立二子玉川公園（世田谷区玉川一丁目１６番１号） 

（３）目  的： 

本業務は、世田谷区立二子玉川公園における区民ボランティア活動の支援及び企

画コーディネートを行うと共に、園内清掃等の維持管理業務や公園利用者の案内等

の利用管理等を行うことで、二子玉川公園の基本計画に掲げた地域住民の参加によ

る公園管理を実現するものである。 

（４）事業内容（詳細は参考資料１参照）： 

①区民による公園管理活動の支援（公園サポーターグループ詳細は参考資料２参照） 

・公園管理運営会議の開催（年間１２回以上）、公園サポーターグループとの連

絡調整、公園サポーターグループの活動支援、活動資材の提供 外 

②公園とその周辺地域利用者へのサービス提供 

・公園利用者の案内、指導業務（一般利用者への案内・利用指導、利用指導の

ための巡回（１日１回以上）、団体利用の一時受付・案内・利用指導、イベン

ト時の開催対応 外）、区民向けプログラムの実施 

・二子玉川公園を起点とする地域イベントの実施 外 

③区民活動及び公園利活用に関する情報発信・広報 

④公園内の巡回・点検（１日４回以上） 

  ・施設の不良箇所の発見や公園利用者のための安全のため巡回する。 

⑤公園維持作業 

・園路広場等の拾い清掃 

⑥公園施設の管理運営及び保守点検 

（ビジターセンター及び旧清水邸書院の利用者数は参考資料３参照） 

・ビジターセンター管理運営（利用案内、出入口門扉開閉、戸締り確認、休憩

室運営管理、館内簡易清掃、館内機械警備運用、エレベーター保守 外） 

・日本庭園の管理（利用案内、出入口門扉及び富士見台の開閉、管理運営関係者

との調整事務外） 

・旧清水邸書院の管理（利用案内、出入口門扉開閉、雨戸ふすま開閉、戸締り
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確認、館内簡易清掃、館内機械警備運用、施設小破修繕、消耗品交換 外） 

・公園駐車場の管理補助（利用案内補助） 

・トイレ扉施錠開閉（園内４箇所の身障者用トイレ）、エレベーター施錠開閉 

・子ども広場の管理（利用調整 外） 

・健康広場の管理（利用調整 外） 

・生物多様性に配慮した公園管理（状況確認及び外来種駆除 外） 

 

⑦非常時対応 

・非常時災害対策（水防風雨対策、震災対策 外） 

（５）履行期限：令和７(２０２５)年４月１日から令和１０(２０２８)年３月３１日まで 

※ただし、令和８年度以降は各年度予算配当及び履行状況が良好である

ことを条件として契約を認める。 

 

２．予算額 

令和７年度 契約上限額：８，９４４万円(消費税含む) 

※契約は単年度ごとに締結し、各年度において本契約に係る予算の配当があること及び

履行実績が良好であることを契約締結の条件とする。 

 

３．プロポーザル方式を採用する具体的理由 

区は、二子玉川公園の計画づくりから区民参加で検討してきている。公園開園後の管理運

営についても、行政（公園管理者）だけでなく、区民参加による管理運営をめざし、地域住

民と共に検討している。 

現在、公園の管理をサポートする約７０名のボランティアが、平成２５年春の公園開園以

降、４つのグループで活動を行っている。 

区民ボランティアによる公園管理を展開させるためには、①適切な区民活動のサポート、

②公園管理に関する技術的な支援、③活動のコーディネートなどが必要となる。また、この

区民活動を継続していくため、区民活動の幅を広げ、ボランティアを増やすなど、区民と対

話しながら参加協働のしくみづくりが求められる。 

このような区民活動のサポート支援は、区民との日常的な関係づくりと公園管理の知識、

多様な意見を取りまとめていくコーディネート能力を持った専門スタッフが必要である。そ

のため、区民協働を実践できる公園運営管理の事業者を、プロポーザル方式により選定する。 

尚、公園運営管理受託者は、公園内のビジターセンターを中心に、区民ボランティア活動

のサポートを支援する。また、一般の公園来園者への案内やビジターセンターも含めた各種

公園施設の維持管理も併せて行う事で、公園管理業務及び費用を低減するものである。加え

て、区民ボランティアによる公園管理への係わりが、公園の利用促進や管理費用の低減に繋

がるものと考える。 
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４．選定事業者に期待すること 

  二子玉川公園が開園して１２年が経過し、これまで、公園利用者・運営管理業務受託

者・区との協議により、公園サポーターによる管理活動や、利用者向けプログラムなどが行

われ、安全安心で、魅力的な管理運営が行われてきた。今後は、二子玉川エリアマネジメン

ツ等の地域活動団体、町会等の防災組織、気軽にボランティア活動をしたい方々などの、公

園「外」とのつながりを一層持つことで、二子玉川公園が地域のにぎわいや交流の場となり、

二子玉川地域の活性化へ寄与するよう、新たなステージへの発展が求められている。 

 以下の各項目について、具体的な提案内容を記載すること。 

（１）区民活動への適切な支援と技術的な指導。 

（２）公園施設の利用を促進させる運営管理の実践。 

（３）公園の管理運営について話し合う公園管理運営会議の運営とコーディネート。 

（４）区民による公園の維持管理活動の活性化と継続性。 

（５）一般公園利用者への利用案内、親切な対応。 

（６）公園管理者と連携した適切な公園施設の維持管理、保守点検。 など 

 

５．プロポーザルに参加できる者の資格 

参加表明書の提出者は、次に掲げる条件を全て満たす法人とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当す

る者でないこと。また、同条第２項による措置を現に受けていないこと。 

（２）世田谷区から入札参加禁止又は指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条に

掲げる暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる行動を行う団体の代表者、主宰者

又はその構成員並びにそれらの協力者でないこと。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始の申立

て若しくは民事再生法（平成１1 年法律第２２５号）第２１条の規定による再生手続

開始の申立てがされていないこと。 

（５）東京都又は近隣８県（神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、

静岡県）に本店若しくは営業所等を有する者。 

（６）世田谷区競争入札参加資格を有し、営業種目番号１２３／都市計画・交通関係調査業

務又は営業種目番号１２６／環境アセスメント関係調査に登録があること。 

（７）平成３１年度以降に国、東京都内または都近隣自治体（神奈川県、千葉県、埼玉県、

茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、静岡県）から住民及び利用者と協働した公園施設

の管理及び運営業務を受託した実績を有すること。 

（８）都道府県民税・区市町村民税に滞納がないこと。 

（９）提出された書類の記載事項が虚偽でないこと。 

（１０）世田谷区公園整備及び管理に関するプロポーザル方式業者審査会構成員が主宰、役

員、顧問及び所属をしている団体でないこと。 
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６．プロポーザルスケジュール 

内容 日程 

手続き開始の公告 令和６年１２月２日(月) 

説明書交付および 

 参加表明書受付期間 

令和６年１２月２日(月) ～ 

令和６年１２月２６日(木)午後５時 

プロポーザル招請通知 令和７年 １月１０日(金)発送 

質問受付 令和７年 １月１７日(金)午後５時まで 

質問回答書送付日 令和７年 １月２２日(水)発送 

提案書受付締切日 令和７年 ２月 ５日(水) 午後５時 

１次審査(書類審査) 令和７年 ２月１４日（金）（予定） 

２次審査招請通知 令和７年 ２月１８日（火）発送 

２次審査（ヒアリング審査） 令和７年 ３月上旬※別途通知する 

審査結果の通知 令和７年 ３月上旬発送 

契約予定時期 令和７年 ４月 １日 

 

７．手続き開始の公告 

（１）公告開始日：令和６年１２月２日(月) 

（２）公告方法：世田谷区ホームページ（経理課及び公園緑地課） 

 

８．説明書の交付 

（１）交付期間：令和６年１２月２日(月) ～ 令和６年１２月２６日（木)午後５時 

（２）交付場所・方法：①世田谷区ホームページよりダウンロード 

 トップページ→検索メニュー→区政情報→契約・入札情報→発注情報→現在実施

中プロポーザル情報→住まい・街づくり・環境 

ＵＲＬ：https://www.city.setagaya.lg.jp/02075/21310.html 

            ②世田谷区みどり３３推進担当部公園緑地課 

玉川公園管理事務所にて窓口配布 

            （〒158-0094 世田谷区中町４－３５－１１ 

（玉川土木公園管理事務所１階)） 

（土・日曜、祝日を除く９時から１７時まで） 

 

９．参加表明書の提出 

（１）提出期間：令和６年１２月２日(月) ～ 令和６年１２月２６日(木)午後５時必着 

（２）提出書類：①参加表明書【様式１】 

②５（６）、（８）を証明する資料 
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③業務実績書【様式２】 

④会社概要がわかるパンフレット等（様式自由） 

（３）書式と内容： 

文字サイズ１２ポイントを標準とし、文字は読みやすい大きさとする。用紙は片面

印刷、カラー可とし、各項目について記載すること。留意事項に示された条件に適合

しない場合は、無効とすることがある。また、提出物の記載内容等について区担当者

より確認を要すると判断した場合は、個別に確認のため連絡をとることがある。 

（４）提出先：世田谷区みどり３３推進担当部公園緑地課玉川公園管理事務所 

      〒158-0094 世田谷区中町４－３５－１１（玉川土木公園管理事務所１階） 

            （土・日曜、祝日を除く９時から１７時まで） 

（５）提出方法：公園緑地課玉川公園管理事務所宛に持参または郵送 

（宅急便や書留等、送達確認ができるものに限る） 

 

１０．プロポーザル招請通知の送付 

参加表明書提出後、区が参加資格の確認を行い、参加資格を満たす事業者全てにプロポー

ザル招請通知を送付する。 

 

１１．質問の受付及び回答 

（１）受付期間：令和７年１月１０日(金) ～ 令和７年１月１７日(金)午後５時 

（２）質問先、質問方法： 

       ・参加表明書提出後、【様式３】にて玉川公園管理事務所宛に電子メールに

より提出すること。  

玉川公園管理事務所 E-mail：sea03643@mb.city.setagaya.tokyo.jp 

       ・メールの件名は【二子玉川公園プロポーザル質問表の送付（会社名）】と

し、貴社の担当窓口の部署、氏名、電話、ファクシミリ番号及びＥメール

アドレスを併記すること。 

（３）回答方法：令和７年１月２２日(水)までに、参加表明書提出者全員に電子メールにて

回答する。また、世田谷区ホームページにも掲載する。 

 

１２．企画提案書の提出 

（１）提出期間：令和７年１月３１日(金) ～ 令和７年２月５日(水) 午後５時必着 

（２）提出資料：①企画提案書表紙【様式４】 

②企画提案書（書式は、１２（６）を参照） 

        ③参考見積【様式自由】 

（３）提 出 先：世田谷区みどり３３推進担当部公園緑地課玉川公園管理事務所 

       〒158-0094 世田谷区中町４－３５－１１ 

(玉川土木公園管理事務所１階) 

          （土・日曜、祝日を除く９時から１７時まで） 
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（４）提出方法：公園緑地課玉川公園管理事務所宛に郵送（宅急便や書留等、送達確認がで

きるものに限る）又は持参 

（５）提出部数：＜正本＞１部（（２）①②③）、＜副本＞６部（（２）①②③） 

        ※クリップ留めとする。 

        ※副本は、提案者が特定できる企業名、氏名等は記載しないこと。 

（６）書式と内容について 

   文字サイズ１２ポイントを標準とし、文字は読みやすい大きさとする。用紙はＡ４サ

イズ１４ページまで、両面印刷可、カラー可とし、各項目について記載すること。留意

事項に示された条件に適合しない場合は、無効とすることがある。また、提出物の記載

内容等について区担当者より確認を要すると判断した場合は、個別に確認のため連絡を

とることがある。 

企画提案書の副本については、審査に用いることから、実績等の記入にあたっては、

社名、組織名、担当者名、発注者名、対象箇所名、地域名や地名等の再委託先等を含ん

だ応募者を特定することができる内容は伏字（例：〇〇区立〇〇公園等）とすること。

特定できる内容が記載された場合には、必要に応じ審査段階において、該当箇所に墨入

れを行うことがある。 

企画提案書の作成にあたっては、別紙仕様書（案）を参考とし、企画提案を行うこと

とする。仕様書（案）の内容を踏まえ企画提案することとするが、企画提案により業務

の内容や数量等については、事業主旨を踏まえ変更して提案することは可能である。 

（７）企画提案書に求める内容： 

上記「４．選定事業者に期待すること」を踏まえ、以下①～④について具体的に記

載すること。 

①公園の運営管理業務の実施体制 

〔記載内容〕 

・公園の運営管理業務の実施体制について記載する。 

・日常時の体制（各業務に関わるスタッフ人数、勤務時間）が分かるよう、スケ

ジュール表等を用いて分かりやすく記載すること。また、各業務に関わるスタ

ッフ（予定従事者）の資格や実績などを簡潔に記載すること。 

・非常時、災害時の体制や対応方法について記載すること。 

・再委託の予定がある場合は、再委託先と内容について記載すること。 

②公園サポーター活動の支援 

〔記載内容〕 

・公園サポーター活動を技術的に支援する方法について記載すること。 

・公園運営会議やサポーター活動を円滑に運営するための方法について記載する

こと。 

・公園サポーターの人数を増やし、活動の継続性や発展性を高め、公園課題の解

決、良好な公園運営を進めていくための方法について記載する。 

③区民向けプログラムの運営、企画コーディネート 

〔記載内容〕 

・公園利用者の満足度を高める区民向けプログラムの企画概要について記載する

こと。 

・実施を予定しているプログラムについて年間スケジュールを記載すること。 
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  ・今後の二子玉川公園の利活用を促進させるため、又は運営管理上の課題を解決

していくために特に必要と思われる企画について内容を記載すること。 

④経費（見積書） 

〔記載内容〕 

・当該業務の経費について、内訳も含めて記載する。 

 

１３．提案者を選定するための審査方法、評価基準 

本プロポーザルの審査は、「（１）企画提案書類審査」と「（２）ヒアリング審査」を実

施し、それぞれの評価基準に照らし合わせて評価する。なお、審査員は世田谷区公園整備及

び管理に関するプロポーザル方式業者審査会の構成員である世田谷区職員４名とする（審査

員の都合により、代理者が審査することもある）。 

世田谷区公園整備及び管理に関するプロポーザル方式業者審査会の構成員は次のとおり。 

   みどり３３推進担当部長  釘宮 洋之 

  みどり政策課長   黒岩 さや香 

  公園緑地課長   岸本 隆 

  施設管理担当   渡邉 徹也 

 

（１）企画提案書類審査（１次審査） 

   ・実施予定日：令和７年２月１４日（金） 

・提出された企画提案書の内容を、評価基準「選考評価表１」により評価する。 

・参考見積は、提案内容との整合性及び区予算における妥当性を確認するためのもの

で、価格の高低による差異は評価の対象としない。 

・企画提案書の提出が４社以上の場合、以下の項目について評価し、ヒアリング（２

次審査）の参加予定者を３社程度に決定する。 

 

【選考評価表１】 

評価項目 評価基準 

公園の運営管理業務

の実施体制 

職員の動員

配置計画 

予定従事者の配置（住民参加・コーディネート

業務、受付業務、巡回・維持管理、ローテーシ

ョン等）について評価する。 

予定担当者

の資格・実績 
予定担当者の資格や実績を評価する。 

公園サポーター活動

の支援 

サポーター

活動の支援 

公園サポーター活動を的確に支援でき、継続的

な活動に繋がるかについて評価する。 

サポーター

との良好な

関係づくり 

公園サポーターとの信頼関係を築き、良好な関

係づくりについて評価する。 
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サポーター

の継続的な

活動に向け

た取り組み 

公園サポーターの増加や活動を継続・発展させ、

公園課題の解決、良好な公園運営を進めて行く

ための手法や実現性について評価する。 

公園とその周辺地域

利用者へのサービス

提供 

公園利用者

への案内利

用指導等 

公園利用者への対応、接遇、公共施設の利用調

整、指導、公園管理者との関係についての着眼

点、取り組み姿勢、考え方を評価する。 

区民向けプログラム

の運営、企画コーデ

ィネート 

区民向け 

プログラム

の企画 

プログラムの企画、効果を踏まえ、公園運営に

期待される発展について評価する。 

実現可能な提案であり、二子玉川公園をより発

展させる企画を評価する。 

特定課題の

企画・実施 

以下のプログラムの企画、効果を踏まえ、公園

運営に期待される発展について評価する。 

・利活用の促進、地域連携 

・帰真園の魅力向上、普及啓発 

・公園利用マナーの向上、普及啓発 

 駐輪対策、犬のマナー、花火利用等 

経費 妥当性 経費の妥当性について評価する。 

 

（２）１次審査の結果通知 

   １次審査通過者へは、２次審査招請通知を令和７年２月１８日（火）に電子メール送

付する。なお、２次審査の会場や日時等の案内もあわせて通知する。２次審査へ招請

を行わない事業者に対してもその旨を電子メールにて通知する。 

 

（３）ヒアリング審査（２次審査） 

   ・実施予定日：令和７年３月上旬 

          ※ヒアリング会場、時間等の詳細については、対象者に電子メールに

より通知する。 

・ヒアリング審査は、提出された１次審査書類を用いてヒアリング審査（プレゼンテ

ーション及び質疑応答）を行い、その内容を評価基準「選考評価表２」により評価

する。 

・プレゼンテーションは、基本的に企画提案書の補足説明として行うこととし、提案

内容についての質疑応答を実施する。 

・ヒアリングは、各社３０分間（①提出された提案書の説明２０分以内、②質疑応答

１０分）とする。 

・説明に用いる資料は、提案書に記載の内容のみとし、新たな資料の追加は認めない。 

・プレゼンテーションツールについては各社で準備すること。なお、スクリーンの用

意は必要としない。なお、業務に従事する予定の主担当（業務担当予定者）は、特
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別な事情がある場合を除き、必ずヒアリングに出席すること。 

 

 

 

 

【選考評価表２】 

評価項目 評価基準 

業務に対す

る取組み姿

勢等 

専門知識・技

術力の確認 

公園管理に関する知識・技術的ノウハウについて評価

する。 

取組み姿勢 
公園運営業務に対する理解、取組み姿勢、意欲ついて

評価する。 

創造性と問

題解決能力 

公園利用者から期待される良質な公園運営にむけた創

造性と公園運営の発展的な問題解決能力について評価

する。 

公園利用サ

ービス向上

への取組み 

コミュニケ

ーション能

力 

サポーターとの良好な関係づくりのための対話力、公

園利用者等からのクレームやトラブルへの対応力につ

いて評価する。 

業務理解度

と対策の実

現性 

本業務内容についての認識が的確であり、企画提案に

ついて十分な補足説明がなされているかについて評価

する。 

 

  ヒアリングの資料 

説明項目 準備する資料等 

①提出された提案書につい

ての説明 

１次審査書類を用いて実施する。事業者が用意する資

料はなし。 

②質疑応答 なし。 

 

 

１４．審査結果の通知 

（１）通知方法： 

審査の結果、総合得点が一番高かった者を第一候補者として選定し、その旨を電子

メール及び郵送により通知する。 

（２）非選定理由に関する事項： 

① 提出した企画提案書が選定されなかった者に対しては、選定されなかった旨を

書面（非選定通知書）にて、公園緑地課長名で通知する。 

② 上記①の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して７日（閉庁日を
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含まない）以内に書面（書式自由、ただし規格はA4判）により、公園緑地課長

に対して非選定理由について説明を求めることができる。 

③ 上記②の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して１０日

以内に書面により行う。 

④ 非選定理由の説明書請求の受付場所及び受付時間は以下のとおり。 

ア 受付場所：９（４）提出先に同じ 

イ 受付時間：９時から１７時まで 

 

１５．その他 

（１）情報公開について 

区は、この案件に参加を表明した者及び企画提案書を提出した者の商号・名称並び

に企画提案書を特定した理由（審査経過等）を公表することができる。なお、提案書

を公表する場合は、事前に提出者の同意を得るものとする。 

（２）企画提案書の作成、提出及びヒアリングに関する費用は企画提出者の負担とする。 

（３）企画提案書に虚偽の記載をした場合には、提出された企画提案書を無効とするととも

に、審査の公平性を損なう行為を行った提案者は、失格とする。 

（４）企画提案書は返却しない。なお、提出された企画提案書は、企画提案書の選定以外に

提案者に無断で使用しない。 

（５）企画提案書提出後において、原則として企画提案書に記載された内容変更は認めない。

また、企画提案書に記載された予定担当者（再委託先も含む）は、原則として変更で

きない。ただし、病休、死亡等のやむを得ない理由により変更を行う場合は、区担当

課から、同等以上の担当者であるとの了解を得なければならない。 

（６）企画提案書の内容は事業者の選定にのみ使用し、区はその提案内容に拘束されないも

のとする。なお、企画提案書の内容を契約の特記仕様書に反映する場合は、区は、業

務の具体的な実施方法について提案を求めることができる。 

（７）企画提案書の提出を辞退する場合、辞退する旨を記した書面にて申し出ること（様式

は任意）。尚、提案書の提出を辞退しても、不利益な取扱いは一切しない。 

（８）この契約による業務を第三者に再委託してはならない。ただし、当該業務の一部につ

いてやむを得ず第三者に委託する必要があるときは、あらかじめ再委託する業者名、

再委託の内容を通知し、協議を申し出ること。 

（９）区との契約では単年度で予定価格２，０００万円以上の業務委託契約は、世田谷区公

契約条例の定める労働報酬下限額の対象となる。詳細は別紙を確認すること。 

 

１６．担当者 

世田谷区 みどり３３推進担当部 公園緑地課 玉川公園管理事務所  

担当：向吉（むこうよし）、津田 

電話：０３－３７０４－４９７２（直通）  FAX：０３－５７０６－１３６１ 


